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居住誘導区域における画地の再利用と空き家対策に関する研究
-都城市中心部周辺の高経年住宅地を事例として-

黒木 陽介

１章　研究の枠組み
1.1　研究の背景と目的

地方都市は人口減少に対応するため、立地適正化計
画や空き家対策を進めている。一方で地方都市の中に
は、線引き制度（以下、線引き）を廃止し、結果とし
てスプロールが進行している都市がある。

本研究は、線引きを廃止したうえで立地適正化計画
を進めている地方都市において、中心市街地に近接す
る高経年住宅地の画地 (1) の再利用に着目し、その実
態と空き家対策の取組みを整理することで、今後の居
住誘導に資することを目的とする。

研究の目的に合わせ、2000 年の都市計画法改正以
前に線引きを廃止し 2019 年に立地適正化計画を策定
した都城市中心地区 (2) の居住誘導区域を対象とした。
1.2　都城市の概要

研究対象都市である都城市は、1970 年末に線引き
を導入したが、市街化調整区域に指定された旧町村
の高齢化などの問題が進行したため、1988 年に都城
広域都市圏全域で線引きを廃止した 1）。線引き廃止
後、用途地域周縁の白地地域における宅地開発が進行
し、用途地域の人口が減少した 2）。市全体の総人口も
1985 年をピークに減少し、2000 年に超高齢社会に突
入した。2015 年に立地適正化計画を策定作業を開始
し、2019 年に都市機能誘導区域と居住誘導区域 ( 以
下、居誘区域）を設定した 3)( 図１）。しかし、現段階
では居誘区域の設定は都城市の住宅市場にほとんど影
響を与えていないと言われている (3)。
1.3　既往研究と本研究の位置付け

本研究の対象都市に関して、前迫ら 2) が都城市の
線引き廃止後の開発動向を明らかにした。住宅地の
盛衰に関して、和氣ら 4) が岡山市を対象とし土地整
備手法の違いによる住宅地の撤廃パターンをモデル化
し、松本ら 5) が長岡市の近郊郊外住宅地における居

住者入れ替わりのプロセスを明らかにした。住宅地の
空き区画利用や区画統合に関して、原田ら 6) が地方
都市郊外住宅地における空き区画利用の自律的発生の
可能性を示し、本木 7) が北九州市の高密度市街地に
おける複数画地利用の物理的特性と空き画地利用の発
生要因を明らかにした。本研究は、都城市中心地区の
居誘区域を対象とし、線引き廃止後 30 年における小
学校校区別の開発動向と高経年住宅地の画地の再利用
の実態、現在における空き家の発生傾向と放置空き家
に対する取組みの 4 つの視点から都城市の空き家対策
の課題を明らかにする点に新規性があると言える。
1.4　研究の構成と方法

本研究は、主に住宅地図、空中写真を用いた調査と
聞き取り調査により把握した情報を整理・分析する。

2 章で対象地区が位置する小学校校区の面的な土地
整備・開発動向と対象地区の土地利用の傾向を明らか
にする。3 章で対象地区の複数画地利用と画地統合に
よる画地の再利用と画地の再利用に繋がった社会的関
係を整理する。4 章では、放置空き家の発生予防と措
置・活用の取組みを整理する。そして、5 章で都城市
の居誘区域における画地の再利用と空き家対策の課題
と今後の展望を示す。

２章　対象地区の土地利用の傾向
2.1　対象地区の選定と基本情報

本研究の対象地区として、中心地区居誘区域に位置
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図１　都城市中心地区と対象地区（参考文献3)、8)より筆者作成）
表１　各対象地区の基本情報（脚注(4)、参考文献8)、9)より筆者作成）

対象地区 町名小学校区 自治公民館 用途地域 土地区画整理事業 開発時期 開発経緯 路線価（万円/㎡）
A地区 南鷹尾町五十市小 南鷹尾西 第一種低層住居専用 ×（下水道整備済） 1955～1965 農地の宅地化 1.9~2.0
B地区 天神町・中原町

東小

天神、中妻 第一種低層住居専用 〇（組合施行） 1931~1940 農地の宅地化 2.4~3.0
C地区 東町 東町 第一種中高層住居専用 ×（下水道整備済） 1947以前 － 2.4
D地区 妻ヶ丘町 中妻 第一種中高層住居専用 〇（市施行） 1957~1962 農地の宅地化 2.4~2.6
E地区 若葉町 若葉 第一種中高層住居専用 〇（組合施行） 1970頃 団地（県住宅供給公社） 2.4~2.6
F地区 菖蒲原町 菖蒲原 第一種中高層住居専用 〇（市施行） 1947以前 長屋（軍人用住宅） 2.3~2.4
G地区 郡元町祝吉小 南郡元三、四丁目 第一種中高層住居専用 × 1947以前 長屋（川崎飛行機社宅） 1.7~2.3

対象地区 街区面積（ha） 画地 戸建て住宅 田畑 駐車場 空き家 更地 開発余地率 未利用地率 備考

A地区 2.94 88 67 45 67.2% 22 32.8% 4 4 11 2 23.9% 61.9% 旗竿地が比較的多い。

B地区 3.29 85 67 27 40.3% 40 59.7% 1 6 8 3 21.2% 61.1% 天神町に位置する地区は傾斜がある。

C地区 2.65 72 51 24 47.1% 27 52.9% 5 4 7 5 29.2% 57.1% 幅員の狭い道路が比較的多い。

D地区 3.40 79 70 34 48.6% 36 51.4% 1 3 4 1 11.4% 55.6%
E地区 1.94 73 60 48 80.0% 12 20.0% 1 1 7 4 17.8% 84.6%
F地区 1.91 100 80 44 55.0% 36 45.0% 4 4 8 4 20.0% 60.0% 幅員の狭い道路が比較的多い。

G地区 2.30 133 103 55 53.4% 48 46.6% 6 8 6 10 22.6% 53.3% 道路幅員が狭く、敷地面積が小さい。

計・中央値 － 630 498 277 55.6% 221 44.4% 22 30 51 29 21.0% 60.6% －

35年以上 35年未満

対象地区 街区面積（ha） 画地 戸建て住宅
A地区 2.94 88 17 19.3% 35 39.8% 36 40.9% 67 45 67.2% 21 23.9% 13 14.8%

B地区 3.29 85 37 43.5% 31 36.5% 3 3.5% 4 4.7% 10 11.8% 67 27 40.3% 18 21.2% 11 12.9%

C地区 2.65 72 5 6.9% 13 18.1% 7 9.7% 24 33.3% 23 31.9% 51 24 47.1% 21 29.2% 12 16.7%

D地区 3.40 79 6 7.6% 59 74.7% 3 3.8% 11 13.9% 70 34 48.6% 9 11.4% 5 6.3%

E地区 1.94 73 31 42.5% 23 31.5% 19 26.0% 60 48 80.0% 13 17.8% 11 15.1%

F地区 1.91 100 51 51.0% 27 27.0% 22 22.0% 80 44 55.0% 20 20.0% 12 12.0%

G地区 2.30 133 25 18.8% 22 16.5% 86 64.7% 103 55 53.4% 30 22.6% 16 12.0%

5m以上6m未満6m以上 35年以上 開発余地 未利用地旗竿状敷地4m未満4m以上5m未満
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する住居専用地域から、1980 年以前に開発され既に
成熟したと考えられる 7 地区を選定した ( 図１)。

対象地区の基本情報として、所属自治公民館、整備
状況、形成時期、開発経緯、路線価を整理した（表１）。
2.2　各小学校校区の面的な土地整備と開発動向

都城市を含む宮崎県西部における住宅取得者が最も
重視していると思われる項目は小中学校校区である
10)。都城市では用途地域周縁の小学校校区に含まれる
町丁目では、2006~2018 年の間で人口が増加してい
る傾向にある。そこで、対象地区が属する各小学校校
区（以下、校区）における面的な土地整備、及び、空
中写真 11),12) と 2019 月 12 月発行の住宅地図より開発
動向を整理した（図２）。

A 地区が属する五十市校区と G 地区が属する祝吉
校区は、用途地域の周縁部に位置し、面的な土地整備
に関係なく、線引き廃止後宅地開発が起き、スプロー
ルが起きている。

B-F 地区が属する東校区は、用途地域の中心部に位
置し、全域で下水道整備がされている。また、中原町
や妻ヶ丘町は、都城市の中で一番人気な住宅地である
中原町や妻ヶ丘町 (3) が位置するため、東小の児童数
も都城市の中で比較的多い。
2.3　対象地区の土地利用

各対象地区の土地利用を対象地区の形状や 2.1、2.2
を踏まえて考察する。土地利用は、住居（戸建て住宅
と長屋）・空き家・田畑・駐車場・空き地を 2019 年
12 月発行の住宅地図と 2020 年 10 月の現地調査より、
2007 年以降の居住者入替りを 2007 年 1 月と 2019 年
12 月発行の住宅地図を比較して把握し、整理した（表
2）。空き家は居住者無しの住居とした。

対象地区は概ね戸建て住宅で構成されているが、開
発経緯や面的な土地整備の違いから街区・画地の形状
や道路幅員が異なる（図３）。空き家には、売家、管
理されたもの、管理されていないものがある。

A 地区は、路線価が低く、旗竿状敷地が多いが道路

幅員は 5m 以上である。そのため、物的環境が良い画
地で居住者入替りが起き、旗竿状敷地や敷地面積が小
さい画地における孤立した空き家が多い。

B- F 地区では、居住者入替りは比較的起きている
が、物的環境が悪い画地において空き家が発生し、複
数連担した空き家もみられる。

G 地区は、路線価が低く、面的な土地整備がされ
ておらず、狭小な画地が多く、道路幅員も狭い。その
ため、多くの空き地が点在しているが、居住者入替り
が多い。
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図２　各小学校校区の面的な土地整備・開発動向（参考文献10)より筆者作成）

図３　各対象地区の形状と土地利用分布(2020年10月調査より)

表２　各対象地区の土地利用
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戸建て住宅 田畑 駐車場空き家 空き地居住者入替り (2007-2020）長屋
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対象地区 街区面積（ha） 戸建て住宅 駐車場 畑 空き地
A地区 2.94 66 11 14.3% 11 14.3% 4 3 2
B地区 3.01 60 8 11.8% 15 22.1% 6 1 5
C地区 2.65 57 7 10.9% 12 18.8% 5 5 5
D地区 3.40 69 4 5.5% 14 19.2% 4 1 1
E地区 1.94 60 8 11.8% 13 19.1% 1 1 4
F地区 1.91 80 8 9.1% 13 14.8% 1 3 4
G地区 2.30 94 8 7.8% 22 21.6% 5 2 12

空き家 入替り

対象地区 街区面積（ha） 住居 駐車場 畑 空き地
A地区 2.94 66 11 14.3% 11 14.3% 4 3 2
B地区 3.01 60 8 11.8% 15 22.1% 6 1 5
C地区 2.65 57 7 10.9% 12 18.8% 5 5 5
D地区 3.40 69 4 5.5% 14 19.2% 4 1 1
E地区 1.94 60 8 11.8% 13 19.1% 1 1 4
F地区 1.91 80 8 9.1% 13 14.8% 1 3 4
G地区 2.30 83 8 8.8% 22 24.2% 5 2 12

空き家 入替り
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2.4　小結
B~F 地区が位置する東校区は用途地域の中心部に

位置し、ほぼ全域で面的な土地整備がされており、居
住者の入替りが比較的多い。一方、用途地域の周縁部
に位置する五十市校区と祝吉校区は線引き廃止後、面
的な土地整備に関係なく宅地開発が進行しスプロール
が起き、居誘区域に位置し土地区画整理事業が行われ
ていない A、G 地区で空き家、空き地の発生が多い。
基本的に立地や物的環境が居住者入替りや空き家・空
き地の発生に影響を与えているが、G 地区は物的環
境が悪いものの居住者の入れ替わりが比較的多い。

３章　対象地区の画地の再利用の実態
本章では、対象地区の社会的関係の上に起きた画地

の再利用に着目し、物的環境が改変する隣画地利用や
画地統合と画地の再利用に繋がった社会的関係を整理
した。1989 年と 2019 年 12 月発行の住宅地図の比較
することで複数画地利用と画地統合を把握し、対象地
区における特徴的な事例を聞き取り調査 (4),(5) より補
足し、画地の再利用に繋がった社会的関係を整理した。
3.1　複数画地利用や画地統合による画地の再利用

対象地区では、隣画地や飛び画地を利用した複数画
地利用や画地統合により庭や駐車場、畑としての利
用、または、住居の建替えが起きている。これらを概
略図で表し、旗竿状敷地を含むものを「旗竿状敷地」
と含まないものを「標準敷地」に分類した ( 図４）。

A、C、F 地区では物的環境が悪い既存画地で庭、
駐車場、畑としての画地の再利用が多いが、住宅地と
して人気があり居住者入替りが多い B、D 地区は住居
の建替えが多く、G 地区では両方起きている（表３）。

特に物的環境の悪い画地を含む複数画地利用や画地
統合による画地の再利用は、住宅需要やライフスタイ
ルの変化に対応していると考えられる。

3.2　画地の再利用に繋がった社会的関係
聞き取り調査により確認できた、対象地区における

空き家・空き地の所有者とその親族や近隣住民、宅建
業者といった社会的関係の中で発生した画地の再利用
に着目し、図５にそれらの事例を整理した。対象地区
では、他にも遺産相続等の親戚との間で発生した画地
の再利用が起きている。

㋐と㋑は、隣画地に居住している親族により発生し
た画地の再利用であり、共に空き家となった隣地を取
得し借家としている。㋐は a の娘世帯が隣画地を所有
し、㋑は c が隣画地に住居を新築し、親族が所有する
土地を拡大している。

㋒と㋓は、宅建業者が空き家・空き地後の土地に賃
貸戸建住宅を建設した。㋒は、自治公民館の活動で交
流があった近隣住民間で狭小な画地を隣画地と一緒に
売ることで画地の再利用が可能となった。㋓は、宅建
業者である M 社の介入により放置空き家の解体、及
び画地の再利用が可能となった。宅建業者の親族が所
有者の一人であったため、空き家所有者・相続人への
連絡と合意形成が円滑に進められた。
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図４　複数画地利用や画地統合の分類と概略図
表３　各対象地区の複数画地利用と画地統合
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1996

1989

借家

借家

空き地
（一部畑利用）

ab

a

a-

2007

2019

菜園 菜園

駐車場

稽古場

〇+：〇の親
〇-  ：〇の子

凡例
黒字：居住者
橙字：所有者

：所有地境界

　　：住居

f f ffff

不動産業者

宅建業者

g

　　：画地境界

2013 2015 2019

2019 2020

空き地

㋒　近隣住民（G地区）㋐　親族（A地区）

㋑　親族（C地区） ㋓　宅建業者（G地区）
空き地空き家

空き家

1997~2006 年の間に a の
親が他界し、b が引っ越し
た。a が a の親の住居を借
家として所有し、菜園を管
理している。2007 年に a の
娘家族がｂの土地を所有し
、その土地を a が駐車場と
して管理している。

1990~1995 年の間に c の
親が他界しｃの親の住居を
稽古場とし、ｃは隣地に住
居を新築し、ｃの元住居を
借家として所有した。その
後、2007 年以降にｄの娘家
族がｄの敷地内に住居を新
築した。

f は g の隣画地を所有し、狭小な画地であっ
たため売れず一部を菜園として利用していた。
2014 年にｇが他界し空き家となった。自治公
民館の活動である美化活動で f と g の娘が連
絡先を交換していたため、f が g の娘と連絡
を取り、一緒に土地を不動産業者に売った。
2017 年に不動産業者が賃貸戸建て住宅 2棟を
建設した。

2019 年に連担した画地における空き家で火事
が起きた。自治公民館長は市に解体の要請を
出したが、解体に至らなかった。これらの空
き家の一戸の所有者が宅建業を営む M 社の社
員の親戚であり、M 社が空き家所有者・相続
人全員に連絡をとり、空き家の解体費込みで
土地を買った。その後、11 棟の戸建賃貸住宅
を建設し、1棟ずつ土地込みで売っている。

図５　聞き取り調査より得た社会的関係による画地の再利用の経緯

A地区 2 ①,③ 3 ④,⑤ 1 ⑧ 0 - 0 - 6
B地区 1 ③ 0 - 0 - 7 ⑪,⑫ 0 - 8
C地区 1 ③ 6 ④,⑥,⑦ 0 - 1 ⑫ 0 - 8
D地区 0 - 3 ⑦ 4 ⑧,⑨ 2 ⑫ 0 - 9
E地区 0 - 2 ⑩ 0 - 2
F地区 4 ②,③ 0 - 1 ⑬ 5
G地区 6 ②,③ 6 ⑧ 0 - 12
計 5014 12 13 10

駐車場、畑

1

計対象地区 庭、駐車場、畑
標準 旗竿状 標準

住居の建て替え
隣画地

旗竿状

飛び画地
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する小学校校区で宅地への農地転用により市街地が
拡大し、人口が増加している。居誘区域の住宅地は
面的な土地整備の状況や開発経緯は様々であるが、
1989~2019 年の間に複数画地利用や画地統合が進ん
だ。一方、現在でも旗竿状敷地や接道幅員が狭く狭小
な画地における空き家・空き地が発生する傾向にある。

都城市中心部周辺の高経年住宅地において空き家後
の画地を再利用するためには、複数画地利用や画地統
合による物的環境の改善と社会的関係の把握・構築、
空き家対策に関わる組織や個人間の連携が重要であ
る。近年、都城市や HAPPY、一部の自治公民館の取
組みにより社会的関係の把握・構築を促進している一
方で、空き家所有者・相続人の連絡先の提供等におけ
る都城市と民間企業の連携が希薄である。広い市域で
散在する空き家の発生予防から措置・活用を求められ
る都城市の負担は大きくなっている。
5.2　今後の空き家対策に対する展望

都城市は、用途地域の周縁部に位置する校区の居誘
区域における旗竿状敷地や狭小な画地が多く空き家・
空き地が発生しやすい住宅地に限定した空き家対策や
民間企業との連携の強化が必要であると考えられる。
それにより、立地適正化計画の方針に沿った市街地の
拡大抑制と空き家対策における市の負担軽減を両立す
ることが可能となる。

これらを踏まえて、居誘区域の住宅地や居誘区域外
で宅地開発が起きている地区の物的環境を把握するこ
と、及び空き家予備軍が社会的関係を把握・構築する
ための活動を調査することを今後の課題とする。

4 章　放置空き家に対する取組み
本章では、市からの情報提供 (6) や聞き取り調査 (7),(8)

より、対象地区でも発生していた相続等の問題による
放置空き家に対する都城市、宅建業を営む M 社と T
社、対象地区の自治公民館、NPO 法人ライフサポー
トセンター HAPPY（以下、HAPPY）の取組みを把
握し、放置空き家の発生予防と措置・活用の組織の関
係を整理した（図 6、７）。都城市は令和 2 年度に空
き家対策担当を設置している。
4.1　放置空き家の発生予防

放置空き家の発生予防として、近年、自治公民館が
空き家予備軍である一人・夫婦暮らしの高齢者の把
握、HAPPY が相続等の問題解消に取組んでいる。都
城市は、令和 2 年度から空き家周知啓発コーディネー
ト事業に取組み始め、年に 3 地区を対象とし空き家問
題を周知するセミナーと個別相談会を実施している。

4.2　放置空き家の措置・活用
都城市は、2018 年にコンサルタントに依頼し、市

全域の空き家（居住者無し）数を把握した。また、自
治公民館より危険な空き家の報告を受けて把握する。

空き家所有者・相続人は、都城市が調査する場合と
自治公民館が把握している場合がある。空き家の措
置・活用は都城市による空き家バンクの紹介や特定空
き家の認定・解体、宅建業者による空き家の買取りが
あるが、都城市と宅建業者の間で空き家所有者・相続
人の情報交換ができていない。

5 章　研究の総括
5.1　研究のまとめ

都城市は線引き廃止後、用途地域の周縁部に位置

図６　空き家の発生予防に取組む組織の関係図

図７　空き家の措置・活用に取組む組織の関係図
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〇空き家周知啓発コーディネート事業（令和 2年度新規事業）
1 年に 3地区ずつ（令和 2年の対象は姫城、小松原、妻ヶ丘地区）、空き家問題を周知するセミナー
や個別案件の解決を目的とした相談会を実施し、課題解決に至るまでコーディネートする仕組
み・体制を構築する。

〇こけない体操：全自治公民館で月 1.2
回実施中。
〇高齢者らの顔合わせやアンケート：南
鷹尾西自治公民館で実施。
〇各班長が把握：公民館加入者のみ把握。

高齢者向けの終活プランの作成から実
行に向けた「家族信託」の作成のサポー
トを行う。

都城市（空き家対策担当）

コンサルタント

自治公民館

空き家の把握 空き家所有者・相続人の把握 空き家の措置・活用

〇月 1回の環境把握のための巡回
〇年 1回の環境美化活動

2018 年にゼンリン住宅地
図を基に調査対象を決め、
現地調査を行った。

自治公民館
空き家前の所有者が自治公民
館の加入者であった場合、自
治公民館長が空き家後の所有
者・相続人の連絡先を知って
いる可能性がある。

〇空き家等相談・指導
〇特定空き家等認定・措置業務
〇特定空き家等解体事業費補助金
〇空き家等情報バンク登録・運用

所
有
者

相
続
人

市全域︓1985 軒

現地確認 所有者等特定
相続人調査

適正管理指導
一時的・恒久的対応

空き家

空き家

危険な空き家
を報告

措置方法を紹介

依頼

把握

〇空き家や中古住宅を買い、リノ
ベーションをし再販売。
〇空き家を解体費込みで買い、土
地または新築を市場に出す

宅建業者（M社、T社）
空き家所有者・相続人に現金渡せる

所有者・相続人の情報
提供ができていない。


